
 

 

我孫子市開発行為等運用・審査基準の一部を改正する告示  

 

我孫子市開発行為等運用・審査基準（平成２４年告示第４６号）の一部を次

のように改正する。  

改正後 改正前 

第２５ 公共施設の管理者の同意等 

（公共施設の管理者の同意等） 

略 

１ 本条は、開発許可を申請しようとす

る者は、あらかじめ、公共施設の管理者

の同意を得る等の手続を必要とすべき

旨を定めることによって、開発行為の

円滑な施行、公共施設の管理の適正等

を期することを目的とした規定であ

る。 

(1)及び(2) 略 

(3)手続き 

【条例】 

（事前協議） 

第６条 略 

２及び３ 略 

（我孫子市開発行為検討会の設置） 

第７条 略 

２ 略 

（協議書の締結） 

第８条 略 

２から４まで 略 

（事前協議の変更） 

第９条 略 

第２５ 公共施設の管理者の同意等 

（公共施設の管理者の同意等） 

略 

１ 本条は、開発許可を申請しようとす

る者は、あらかじめ、公共施設の管理者

の同意を得る等の手続を必要とすべき

旨を定めることによって、開発行為の

円滑な施行、公共施設の管理の適正等

を期することを目的とした規定であ

る。 

(1)及び(2) 略 

(3)手続き 

【条例】 

（事前協議） 

第６条 略 

２及び３ 略 

（我孫子市開発行為検討会の設置） 

第７条 略 

２ 略 

（協議書の締結） 

第８条 略 

２から４まで 略 

（事前協議の変更） 

第９条 略 



 

 

２から４まで 略 

【規則】 

（条例第６条第１項に規定する事前

協議の手続） 

第６条 略 

２及び３ 略 

 

別表第１（第６条、第 10 条関係） 

協議担当課 主な協議事項 

企 画 総

務 部 か

ら 消 防

本 部 ま

で 略 

略 略 

水道局 工務課 水道施設に関す

ること。 

教 育 委

員 会 教

育 総 務

部 か ら

農 業 委

員 会 事

務 局 ま

で 略 

略 略 

 

別表第２（第６条、第１０条関係） 

略 

 

（条例第６条第３項の規則で定める

２から４まで 略 

【規則】 

（条例第６条第１項に規定する事前

協議の手続） 

第６条 略 

２及び３ 略 

 

別表第１（第６条、第 10 条関係） 

協議担当課 主な協議事項 

企 画 総

務 部 か

ら 消 防

本 部 ま

で 略 

略 略 

水道局 給水課 水道施設に関す

ること。 

教 育 委

員 会 教

育 総 務

部 か ら

農 業 委

員 会 事

務 局 ま

で 略 

略 略 

 

別表第２（第６条、第１０条関係） 

略 

 

（条例第６条第３項の規則で定める



 

 

開発行為） 

第７条 略 

（我孫子市開発行為検討会） 

第８条 略 

２から８まで 略 

（条例第８条第１項、第９条第２項

及び第１５条第２号の規則で定める

基準） 

第９条 略 

（条例第９条第１項に規定する事前

協議の変更手続） 

第１０条 略 

２及び３ 略 

 

第３４ 公益的施設 

（開発許可の基準） 

法第３３条第１項 略 

法第３３条第３項 略 

政令第２７条 略 

（条例で技術的細目において定めら

れた制限を強化し、又は緩和する場

合の基準） 

政令第２９条の２ 略 

１及び２ 略 

３ 開発行為の規模が２０ｈａ未満の

場合の公益的施設等の設置又は整備等 

【条例】 

（義務教育施設、保育施設、学童保育

施設及び医療施設の設置等） 

開発行為） 

第７条 略 

（我孫子市開発行為検討会） 

第８条 略 

２から８まで 略 

（条例第８条第１項、第９条第２項

及び第１５条第２号の規則で定める

基準） 

第９条 略 

（条例第９条第１項に規定する事前

協議の変更手続） 

第１０条 略 

２及び３ 略 

 

第３４ 公益的施設 

（開発許可の基準） 

法第３３条第１項 略 

法第３３条第３項 略 

政令第２７条 略 

（条例で技術的細目において定めら

れた制限を強化し、又は緩和する場

合の基準） 

政令第２９条の２ 略 

１及び２ 略 

３ 開発行為の規模が２０ｈａ未満の

場合の公益的施設等の設置又は整備等 

【条例】 

（義務教育施設、保育施設、学童保育

施設及び医療施設の設置等） 



 

 

第２４条 略 

（自動車駐車施設） 

第２５条 略 

（自転車駐車施設） 

第２６条 略 

【規則】 

（条例第２４条の規則で定める施

設） 

第１３条 略 

２  条例第２４条の規則で定める基

準は、別表第４に掲げるとおりとす

る。 

別表第４（第１３条第２項関係） 

区分 基準 

１  義務教育施

設から５  その

他の公益施設ま

で 略 

略 

（条例第２５条に規定する自動車の

駐車施設の設置基準） 

第１４条  条例第２５条の規則で定

める基準は、次に掲げるとおりとす

る。 

(1) 略 

(2) 共同住宅等の敷地内に設ける

居住者等の用に供する自動車の駐車

場（自走式駐車場及び機械式駐車場

を含む。次号において同じ。）は、予

定建築物内において計画する住戸数

第２４条 略 

（自動車駐車施設） 

第２５条 略 

（自転車駐車施設） 

第２６条 略 

【規則】 

（条例第２４条の規則で定める施

設） 

第１３条 略 

２  条例第２４条の規則で定める基

準は、別表第５に掲げるとおりとす

る。 

別表第５（第１３条第２項関係） 

区分 基準 

１  義務教育施

設から５  その

他の公益施設ま

で 略 

略 

（条例第２５条に規定する自動車の

駐車施設の設置基準） 

第１４条  条例第２５条の規則で定

める基準は、次に掲げるとおりとす

る。 

(1) 略 

(2) 共同住宅等の敷地内に設ける

居住者等の用に供する自動車の駐車

場（自走式駐車場及び機械式駐車場

を含む。次号において同じ。）は、予

定建築物内において計画する住戸数



 

 

に別表第５に定める計画住戸数に対

する割合を乗じて得た数（その数に

１未満の端数が生じたときは、これ

を切り上げた数）以上の台数を確保

しなければならない。ただし、サービ

ス付き高齢者向け住宅、学生寮その

他これらに類する共同住宅等につい

て、市長がやむを得ないと認めたと

きは、この限りでない。 

別表第５（第１４条関係） 

区分 計画住戸数に対

する割合 

市 街 化

区域 

商 業 地

域 、 近

隣 商 業

地域 

５０％ 

そ の 他

の地域 

８０％ 

市街化調整区域 １００％ 

(3)及び(4) 略 

２ 略 

（条例第２６条に規定する自転車の

駐車施設の設置基準） 

第１５条 略 

 

第４３ 敷地面積の最低限度 

（開発許可の基準） 

法第３３条第４項 略 

（条例で建築物の敷地面積の最低限

に別表第６に定める計画住戸数に対

する割合を乗じて得た数（その数に

１未満の端数が生じたときは、これ

を切り上げた数）以上の台数を確保

しなければならない。ただし、サービ

ス付き高齢者向け住宅、学生寮その

他これらに類する共同住宅等につい

て、市長がやむを得ないと認めたと

きは、この限りでない。 

別表第６（第１４条関係） 

区分 計画住戸数に対

する割合 

市 街 化

区域 

商 業 地

域 、 近

隣 商 業

地域 

５０％ 

そ の 他

の地域 

８０％ 

市街化調整区域 １００％ 

(3)及び(4) 略 

２ 略 

（条例第２６条に規定する自転車の

駐車施設の設置基準） 

第１５条 略 

 

第４３ 敷地面積の最低限度 

（開発許可の基準） 

法第３３条第４項 略 

（条例で建築物の敷地面積の最低限



 

 

度に関する基準を定める場合の基

準） 

政令第２９条の３ 略 

 

【条例】 

（敷地面積の最低限度） 

第１６条 本文 略 

(1) 市街化区域  135 平方メート

ル 

(2) 略 

 

 

 

 

 

２ 略 

【規則】 

（条例第１６条第１項本文ただし書

の規則で定めるやむを得ないと認め

る場合の敷地面積の最低限度等） 

第１１条 本文 略 

(1)及び(2) 略  

 

 

 

 

 

 

 

度に関する基準を定める場合の基

準） 

政令第２９条の３ 略 

 

【条例】 

（敷地面積の最低限度） 

第１６条 本文 略 

(1) 市街化区域（第３号に掲げる

区域を除く。） 135 平方メートル 

(2) 略 

(3) 我孫子市手賀沼沿い斜面林保

全条例（平成１１年条例第１０号）

第２条第１号に規定する区域のう

ち規則で定める区域  ２００平方メ

ートル 

２ 略 

【規則】 

（条例第１６条第１項本文ただし書

の規則で定めるやむを得ないと認め

る場合の敷地面積の最低限度等） 

第１１条 本文 略 

(1)及び(2) 略 

(3) 次項に定める区域  ２の宅地を

限度として１６５平方メートル以

上とすることができる。この場合に

おいて、１６５平方メートル以上の

面積の適用を受けることとなった

宅地以外の宅地の面積の最低限度

は、２００平方メートル以上とす



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例図１２ 略 

 

第５６ 沿道施設 

法第３４条 略 

（市街化区域内において建築し、又

は建設することが困難又は不適当な

建築物等） 

政令第２９条の８ 略 

 

【条例】 

る。 

２  条例第１６条第１項第３号の

規則で定める区域は、別表第４に掲

げる区域とする。 

３  開発区域内に配置される宅地

が前項に定める区域と第１項第１

号又は第２号に定める区域の双方

に属することとなるときは、各々の

宅地について、宅地の過半の属する

区域の規定を適用する。 

 

別表第４（第１１条第２項関係）  

高野山（市街化調整区域を除く。）、

寿２丁目、緑１丁目、緑２丁目、

白山１丁目、白山２丁目、  

白山３丁目、船戸１丁目、船戸２

丁目及び船戸３丁目の各区域の一

部 
 

 

例図１２ 略 

 

第５６ 沿道施設 

法第３４条 略 

（市街化区域内において建築し、又

は建設することが困難又は不適当な

建築物等） 

政令第２９条の８ 略 

 

【条例】 



 

 

 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（法第３４条第９号の規定により政

令で定める建築物等を目的とした開

発行為の接道基準） 

 第２７条 略 

【規則】 

（条例第２７条の規則で定める国

道、県道及び市道） 

第１６条  条例第２７条の規則で定

める国道、県道及び市道は、次に掲

げるとおりとする。 

(1)から(3)まで 略  

(4）別表第６に定める市道の区間 

別表第６（第１６条関係） 

市道の路線名 区間 

００－００３号

線から００－０

３ ８ 号 線 ま で 

略 

略 

 

 

１ 略 

（法第３４条第９号の規定により政

令で定める建築物等を目的とした開

発行為の接道基準） 

 第２７条 略 

【規則】 

（条例第２７条の規則で定める国

道、県道及び市道） 

第１６条  条例第２７条の規則で定

める国道、県道及び市道は、次に掲

げるとおりとする。 

(1)から(3)まで 略  

(4）別表第７に定める市道の区間 

別表第７（第１６条関係） 

市道の路線名 区間 

００－００３号

線から００－０

３ ８ 号 線 ま で 

略 

略 

 

 

１ 略 


